
●交通事故実態の分析 （令和5年度中）

●交通指導取締りの要点

●重点路線・時間帯

速 度 取 締 り 指 針
令和６年

尾鷲警察署

・路線別では、国道42号での発生が多い
（交通死亡事故は全て国道42号で発生）
・時間帯別では、10時～18時の発生が多い
・人身事故類型別では、人対車両、出会い頭、
追突の割合が高い。

※重点路線、重点時間帯以外でも速度取締りを実施する場合があります。

・国道42号で交通事故が多発しているため、国道42号を重点路線として、速度取締り
を実施します。
・通学路や生活道路では、可搬式速度違反自動取締装置（移動オービス）を用いた速
度取締りを実施します。
・交差点等における歩行者の交通事故を抑止するため、横断歩行者妨害、一時不停止、
信号無視等の交通違反取締りを強化します。

重点路線 重点時間帯 規制速度

国道42号 10:00～18:00 時速50㎞

交通事故の特徴


